
第７０回「社会を明るくする運動」宮津市実施要綱（令和２年度） 

 

１ 運動主体 

  第７０回「社会を明るくする運動」宮津市推進委員会 

      推進委員長 宮津市長 

２ 構成団体 

  宮津市、宮津警察署、宮津市教育委員会、宮津市社会福祉協議会、 
  宮津市老人クラブ連合会、京都府立宮津天橋高等学校、京都府立宮津高等学校、 
  京都暁星高等学校、京都府立海洋高等学校、宮津市青少年問題協議会、 
  宮津市ＰＴＡ協議会、宮津市校園長会、宮津市公民館連絡協議会、 
  宮津与謝地区更生保護女性会、京都府薬物乱用防止指導員宮津地区協議会、 
  宮津防犯協会、宮津・与謝防犯推進委員協議会、宮津・与謝保護観察協会、 
  宮津市民生児童委員協議会、宮津与謝地区保護司会、宮津あんしんステーション、宮津人権擁

護委員協議会、宮津市自治連合協議会 
    
３ 強調月間７月１日(水)～７月３１日(金) 
 

４ 実施事業について 

（１）啓発活動（チラシ全戸配布）       

    チラシ表面（社会を明るくする運動スローガン、構成団体等）                 

裏面（総理大臣メッセージ） 

  印刷枚数 8，100 枚 

     市内各戸配布 ７,50０枚 印刷業者にて自治会単位に仕分 

     市役所 100 枚  保護司会宮津支部 500 枚 

（2）市内街宣広報活動  宮津市対応 

（3）啓発懸垂幕の掲出  宮津市対応 

      宮津市役所  ７月１日～７月３１日 

（4）ポスター掲示  市内主要箇所           大６４枚 小８３枚 

 

（5）啓発幟旗掲出  ６月２９日～７月３１日  

  宮津市民体育館付近及び各地区掲出 

   宮津地区は幟立て６月２９日（月）９時～ 

              撤去 ７月３１日（金）９時～ 

 

５ 作文コンテスト応募依頼 

      小学校なし     栗田中学校 

 

６ 関係団体関係 

  推進会議 中止 （連絡済） 

  別途ポスター配布・掲示依頼 保護司で配布を分担                 

                                以上  


